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令和３年６月文京区議会定例議会提案事項 
 

 

 

１ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 ⑴ 提案理由 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）の一部改正に伴い、規定を

整備するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 新型コロナウイルス感染症の定義に係る規定の整備（付則第５項） 

⑶ 施行期日 公布の日 

 

 

２ 文京区特別区税条例の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正等に伴い、規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

ア 扶養親族の対象の見直し（第１０条、第１４条及び付則第２条の２の２） 

区民税の均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族並びに区民税の均等割の税率軽

減の判定の基礎となる扶養親族から、年齢３０歳以上７０歳未満の非居住者であって次のいずれにも該当

しないものを除外する。 

 (ア) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 

(ｲ) 障害者 

(ウ) その納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を３８万円以上受けている者 

イ 寄附金税額控除の対象の見直し（第１９条の２） 

  公益の増進に著しく寄与する法人等に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、出資に関する業務

に充てることが明らかな寄附金を対象から除外する。 

ウ 扶養親族申告書等の提出方法等の見直し（第２４条の２、第２４条の３及び第３６条の９） 

  給与所得者の扶養親族申告書、公的年金等受給者の扶養親族申告書及び退職手当等の支払を受ける者の

退職所得申告書について、一定の要件を満たす場合には、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法

により提供することができることとする。 

エ 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の延長（付則第３条） 

  適用期限を５年間延長し、令和９年度までとする。 

オ 軽自動車税の種別割の税率の特例の延長（付則第６条） 

  令和３年度及び令和４年度に初回車両番号指定を受けた三輪以上の軽自動車のうち環境負荷の少ないも

のについて、適用期限を２年延長し、当該車両番号指定の翌年度に次のとおり種別割の税率を軽減するこ

ととする。 

 (ア ) 電気軽自動車及び一定の排出ガス性能を備えた天然ガス軽自動車（いずれも自家用乗用車を除く。）

について、税率のおおむね７５％を軽減する。 

(ｲ) ガソリン軽自動車（営業用乗用車に限る。）のうち、一定の排出ガス性能及び燃費性能を備えたもの

について、燃費性能に応じ、税率のおおむね５０％又は２５％を軽減する。 

カ 新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の延長（付則第１８条） 

  所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税

関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号）第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合

について、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を１年間延長し、令和１７年度までとする。 

キ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 

公布の日。ただし、⑵イ及びエについては令和４年１月１日、⑵アについては令和６年１月１日 

令和３年５月１９日庁議資料 

総 務 部 



- 2 - 

３ 文京区特定優良賃貸住宅型区民住宅条例を廃止する条例 

⑴ 提案理由 特定優良賃貸住宅型区民住宅を廃止するため、提案する。 

 ⑵ 改正内容 文京区特定優良賃貸住宅型区民住宅条例（平成９年９月文京区条例第２１号）の廃止 

⑶ 施行期日等 

ア 施行期日 令和３年８月１日 

イ 経過措置 施行日前に使用の許可等を受けた者に係る保証金の還付等、費用の負担、費用の賠償等、原

状回復及び明渡し請求に関する取扱いについては、なお従前の例による。 

ウ 文京区立住宅条例（平成１４年６月文京区条例第３１号）の一部改正 

  文京区特定優良賃貸住宅型区民住宅条例に係る規定を削除する。（第６条第３号） 

 

 

４ 起震車の買入れについて 

⑴ 買入れの目的 起震車の更新 

⑵ 種類及び数量 起震車 １台 

⑶ 契約の方法  指名競争入札による契約 

⑷ 契約金額   金４，９８３万円 

⑸ 契約の相手方 神奈川県相模原市緑区長竹２９５番地１ 

         飛鳥特装株式会社 

         代表取締役 川野繁 

 

 

５ 旧元町小学校解体工事請負契約 

⑴ 契約の目的  旧元町小学校解体工事 

⑵ 契約の方法  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第２号の規定による

随意契約 

⑶ 契約金額   金２億６，６２０万円 

⑷ 契約の相手方 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 

         清水建設株式会社 

         代表取締役 井上和幸 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から令和４年５月３１日まで 

② 支出科目等  令和３年度 一般会計 総務費 企画費 

令和４年度 債務負担行為 
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６ 電線共同溝整備工事（区道第８８９号）請負契約 

⑴ 契約の目的  電線共同溝整備工事（区道第８８９号） 

⑵ 契約の方法  制限付き一般競争入札による契約 

⑶ 契約金額   金３億３，４４０万円 

⑷ 契約の相手方 メーシック・ダイマス建設共同企業体 

         構成員（代表者）  東京都文京区湯島二丁目９番９号 

                   株式会社メーシック 

                   代表取締役 今崎雄司 

         構成員       東京都文京区関口一丁目２３番６号プラザ江戸川橋３０７ 

                   株式会社ダイマス 

                   代表取締役 増田京子 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から令和５年６月２３日まで 

② 支出科目等  令和３年度 一般会計 土木費 道路橋梁費 

令和４年度 債務負担行為 

令和５年度 債務負担行為 

 

 

７ 令和３年度文京区一般会計補正予算 

 

 

 


